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 データ連携基盤導入を契機とした小田原市スマートシティ推進事業 

（混雑状況把握システム等整備業務） 

事業者選定プロポーザル実施要領 

 

１ 業務の概要 

（１）業務名 

  データ連携基盤導入を契機とした小田原市スマートシティ推進事業（混雑状況把握シ

ステム等整備業務） 

（２）業務の目的 

  小田原市は都心からのアクセスが良好であり、様々な観光資源等にも恵まれた神奈川

県西部の中心都市であるが、少子高齢化・人口減少が進むとともに、重要産業である観

光業が新型コロナウイルス感染症の影響で甚大な被害を受けている。 

その対策として、先端的サービスの導入や、本市の観光情報、交通情報をはじめとし

た官民が有する本市の様々な情報等をデータ連携基盤（都市 OS）上に集約し、新たなサ

ービスの創出や効果的な情報発信、関係者（市民・観光客等）の本市に係る情報へのア

クセス環境向上等を進めることによって、観光客や転入人口の増加と市民の暮らしやす

さの向上を実現する。 

本業務においては、AI を搭載したカメラやセンサー、デジタルサイネージといった先

端的技術の導入、混雑情報のデータ連携等を通し、観光客の周遊性を高め、観光客の増

加等を図るものである。 

なお、本業務は総務省の「令和４年度地域課題解決のためのスマートシティ推進事業」

（補助金）に採択され、実施するものである。 

（３）業務の内容 

ア 混雑情報等を把握するカメラ・センサー・デジタルサイネージなどの整備・データ

連携 

混雑情報等を把握するカメラ・センサーなどを導入するとともに、取得したデータ

をデータ連携基盤（都市 OS）を通じてデジタルサイネージなどに連携させるシステム

を構築する。 

イ 国への報告書の作成等の支援 

ウ その他、業務目的を達成するために必要な業務 

（４）履行期間 

契約日から令和５年３月 31日（金） 

 

２ 事業費上限額 

40,608,612円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３ 実施形式 

  公募型プロポーザル方式とする。 
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４ 参加資格 

プロポーザルに参加できる者は、単体事業者又は複数の事業者により構成される共同企

業体とし、次の全ての要件を満たすこと。 

（１）小田原市契約規則（昭和 39年規則第 22号）第５条の規定に該当する者であること。 

（２）参加申込書の提出期限から候補者の選定の日までの間、小田原市工事等入札参加資格

者の指名停止措置要領に基づく指名停止処分を受けていないこと。 

（３）本市での競争入札参加資格（一般委託「情報処理業務委託」の登録）を有するか登録

の見込みがあること。 

（４）提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。 

（５）次に示される類似業務について、平成 29年度以後令和３年度末完了の「国、特殊法人

又は地方公共団体等」から受注した業務において１件以上の実績を有していること。

共同企業体の場合は、代表事業者が実績を有していること。 

・類似業務： スマートシティの推進に係る業務 

       

５ 配布資料 

（１）配布資料 

ア データ連携基盤導入を契機とした小田原市スマートシティ推進事業（混雑状況把握

システム等整備業務）事業者選定プロポーザル実施要領 

  イ データ連携基盤導入を契機とした小田原市スマートシティ推進事業（混雑状況把握

システム等整備業務）事業者選定プロポーザル様式集(様式１～９) 

  ウ データ連携基盤導入を契機とした小田原市スマートシティ推進事業（混雑状況把握

システム等整備業務）仕様書 

（２）配布方法 

   小田原市ホームページよりダウンロードし、使用すること。 

 

６ 実施スケジュール 

（１）参加募集 令和４年 10月５日（水） 

（２）質問書の提出期限 令和４年 10月６日（木）から 

令和４年 10月 11日（火）正午まで 

（３）質問書に対する回答予定 令和４年 10月 12日（水） 

（４）参加申込書等の提出期限 令和４年 10月 13日（木）から 

令和４年 10月 19日（水）正午まで 

（５）参加資格審査結果の通知 令和４年 10月 21日（金） 

（６）企画提案書及び参考価格書の提出期限 令和４年 10月 24日（月）から 

令和４年 10月 28日（金）正午まで 

（７）優先交渉権者選定（予定） 令和４年 11月 1日（火） 

（８）契約（予定） 11月上旬頃 
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７ 参加募集 

   令和４年 10月５日（水） 

 

８ 質問・回答 

（１）提出方法 

質問書【様式１】を電子メールにより提出（電話での回答はしない）。 

件名は「データ連携基盤導入を契機とした小田原市スマートシティ推進事業（混雑状

況把握システム等整備業務）に係る質問書」とすること。 

電子メール送信後、「14 事務局」へ電話で到着確認をすること。 

（２）提出期限 

  令和４年 10月６日（木）から令和４年 10月 11日（火）正午まで 

（３）提出先 

「14 事務局」メールアドレス 

（４） 回答方法 

  提出された質問事項を全て取りまとめ、質問者名を伏せ、回答を付したものを令和４

年 10月 12 日（水）から本市のホームページにて公開する。なお、質問の内容によって

公平性を保てないと判断した場合は回答を行わない場合がある。 

 

９ 参加申込書等の提出について 

（１）提出書類 

書類 内容 

参加申込書【様式２】 ・代表印を押印すること 

企業概要【様式３】 ・欄内に記入しきれない場合は、別紙での提出も可。 

類似業務実績【様式４】 ・平成 29年度以後令和３年度末完了の「国、特殊法人又は地

方公共団体等」への導入実績を確認できる契約書、業務計

画書、特記仕様書、業務報告書等の該当部分の写しを添付

すること。 

・類似業務： スマートシティの推進に係る業務 

（２）提出方法 

ア 持参、郵送（書留郵便に限る。）又は託送（書留郵便と同等のものに限る。）によ

り提出すること。なお、電送によるものは受け付けない。持参による受付の場合

は、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

イ 郵送、託送による場合は、封筒に「データ連携基盤導入を契機とした小田原市ス

マートシティ推進事業事業者選定プロポーザル参加申込書在中」と朱書きにより

明記すること。また、提出期限内必着とする。 

※ 持参する場合は、提出の前に提出日時を電話にて連絡すること。 

   ウ 提出部数は 10部とすること。 

（３）提出期限 

  令和４年 10月 13日（木）から令和４年 10月 19日（水）正午まで 
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（４）提出先 

「14 事務局」 

（５）留意事項 

期限までに提出されなかったもの、代表者の押印が無いものは無効とする。 

（６）参加資格審査結果通知書の交付 

参加資格審査結果については、令和４年 10 月 21 日（金）に【様式５】により通知す

る。 

 

10 企画提案書等の提出について 

（１）企画提案書の提出書類 

ア 作成方法 

(ア) 以下に従い作成すること。なお、文字サイズは 10.5 ポイント以上（イラスト等

に含まれる文字についてはこの限りでないが、判読が困難である場合は当該部分

を評価できないことがある）とすること。 

書類 内容 

企画提案書【様式６】 ・代表者印を押印すること。 

提案書【様式任意】 ・Ａ４版横使いの片面印刷で、５ページ以内にまとめること。 

・別紙仕様書を確認の上、作成すること。 

・自由記載であるが「（別紙）評価項目及び評価基準」を踏ま

えて、具体的かつ簡潔に記述すること。 

参考価格書【様式７】 ・Ａ４版縦使いの片面印刷とする。 

・参考見積書及び算出根拠となる内訳書を添付すること。 

(イ) 提出部数は 10部とすること。 

(ウ) 企画提案書等の電子データ（PDF 形式）を保存した CD-R又は DVD-Rを 1枚提出す

ること。 

（２）企画提案書等の提出方法 

前記「９ 参加申込書等の提出について (2)提出方法」と同じ 

（３）企画提案書等の提出期限 

  令和４年 10月 24日（月）から令和４年 10月 28日（金）正午まで 

（４）企画提案書等の提出先 

「14 事務局」 

（５）留意事項 

期限までに提出されなかったもの、代表者の押印が無いものは無効とする。また、提

出後の資料の差替え及び再提出は認めない。 

 

11 審査について 

（１）審査概要 

ア 企画提案書、参考価格書に対し書類審査により評価を行う。 

評価項目と配点については、次のとおりとする。 
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評価項目 配点 

企画提案書 350点 

参考価格書 50 点 

合計 400 点 

（標準点） （200点） 

イ 参加者が１者のみで、全ての審査員が採点し標準点（200点）を満たした場合、優先

交渉権者として選定する。 

（２）審査方法 

選定委員会は、外部有識者（アドバイザー）からの専門的な内容についての助言を受

けつつ、（別紙）評価項目及び評価基準に従い、参加者ごとに、選定委員会の委員全員の

得点を集計した総合評価点を算出する。 

 

12 審査結果通知 

（１）最高得点者を優先交渉権者として決定し、次に得点の高かった者を、次点候補者とし

て決定する。ただし、最高得点者又は次点候補者が同点で複数の場合は、評価項目及

び評価基準の「地域貢献」の得点が高い者を選定する。 

（２）全参加者あてに、令和４年 11月 1日（火）に【様式８】により審査結果を通知する。

また通知にあたっては、結果のみとし、その他の順位、点数等については非公表とする。 

（３）優先交渉権者の通知を受けなかった者は、通知をした日の翌日から起算して７日（休

日を含まない。）以内に、書面（書式は自由）の持参又は郵送（書留郵便に限る。）によ

り理由について説明を求めることができる。回答は、書面により行う。 

 

13 その他の留意事項 

（１）提出書類の作成・提出に係る一切の経費は、参加者の負担とする。やむを得ない理由

により企画提案審査が中止となった場合にも、これに要した費用は本市に請求できな

いものとする。 

（２）提出書類に記載した担当予定者を変更する場合には、事前に本市に届け出るものとす

る。但し、その場合には従前の担当者と同等以上の技術を有することを示す書類等を

添付すること。 

（３）提出書類に含まれる著作物の著作権は参加者に帰属する。ただし、選定に際して必要

な範囲内で複製等作成すると共に、審査終了後も返却しない。 

（４）本提案に際して、本市から得た情報について、他に流用・提供等することを堅く禁ず

る。本提案終了後に不要となった情報は、確実かつ迅速に処分すること。 

（５）参加者は、１つの提案しか行うことができない。また、一度提出した提出書類の変更、

差し替え、追加は原則として認めない。ただし、本市が認めた場合はこの限りではな

い。 

（６）参加申込書の提出後、都合により参加を辞退する場合は、速やかに本市に電話で連絡

すること。その後、速やかに参加辞退届【様式９】を本市あてに郵送すること。 

（７）企画提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び企画提案書を無効とする。 

（８）企画提案書の内容については、当該業務の仕様書に適切に反映するものとする。 

（９）優先交渉権者の選定後に、契約に向け、提案内容を適切に反映した仕様書の作成のた
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めに協議を行う。協議が不成立であった等の場合は、次点交渉権者と同協議を行うも

のとする。 

（10）提出書類は、小田原市情報公開条例（平成 14 年 12 月 25 日条例第 32 号）に基づく公

開請求があった場合、原則として公開の対象となる。 

 

14 事務局 

小田原市 企画部 デジタルイノベーション課 デジタルまちづくり係 

〒２５０－８５５５ 

神奈川県小田原市荻窪３００番地 

ＴＥＬ ０４６５－３３－１７３３ 

ＦＡＸ ０４６５－３３－１２８６ 

電子メール digi-machi@city.odawara.kanagawa.jp 

mailto:digi-machi@city.odawara.kanagawa.jp
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（別紙）評価項目及び評価基準 

〇評価項目及び評価基準 

〇得点化基準（参考価格を除く） 

評価 評価の意味 得点化方法 

Ａ 極めて良好・極めて高い 配点×1.0 

Ｂ 良好・高い 配点×0.8 

Ｃ 普通 配点×0.6 

Ｄ やや不十分・やや低い 配点×0.4 

Ｅ 不十分・低い 配点×0 

〇得点付与方法 

選定委員会は、外部有識者（アドバイザー）からの専門的な内容についての助言を受

けつつ、評価項目及び評価基準、得点化基準に従って得点を付与する。 

 

区分 審査項目 審査の視点 評価の基準 配点 

実施体制等 

実施体制 
適切な業務を提供でき

る実施体制の有無 
担当者数、配置等の適切性 10 

業務遂行能力 業務遂行能力 

スマートシティ関連事業の受注実績、担当者の経

験や当該業務に関連した資格や実績、（本業務に

複数事業者が携わる場合）事業者体制の的確性 

30 

実施方針・ 

提案内容等 

業務内容の理

解度 

業務実施基準の妥当性 実施フロー、工程表等の的確性 10 

業務内容の理解度 本業務に係る本市の課題や業務内容理解度 10 

提案資料の表

現力 

資料等のわかりやすさ、

正確さ 
資料の明確性・正確性 10 

提案内容の的

確性、有効性 

有効なセンサー等機器

導入 

混雑情報等の把握に関する有効性の高い機器の

提案 
70 

有効なシステム構成の

構築 

混雑情報等の把握に関する有効性の高いシステ

ム構成、効率的なシステム構成等の提案 
30 

セキュリティ セキュリティ 
セキュリティに対する

考え方 

スマートシティセキュリティガイドライン（第 

2.0 版）に記載されている要件を満たしているか 
50 

地域貢献 地域貢献 
地元事業者等の活用の

有無・見込み 

地元事業者、地域物品の活用等による地域貢献度

合 
80 

社会貢献 社会貢献 SDGsの取組み 

SDGsの取組（女性活躍、脱炭素及び障がい者雇用

への配慮等）を行っているか 

また本事業において取り組んでいるか 

50 

参考価格 参考価格 導入経費 
（最低価格÷当該事業者参考価格）×50 

（小数点以下切り下げ） 
50 

 400 


